
■盛岡市の給与・定員管理等について(令和７年４月１日)

１　総括
　(1) 人件費の状況(普通会計決算)

　(2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

１　職員手当には退職手当を含んでいません。

　(3) ラスパイレス指数の状況(各年４月１日現在)

    (注)

　

　(4) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し

　実施

　

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

%

277,423 132,885,629 1,613,773 17,496,885 13.2 12.1

千円 千円

1,748 7,177,259 1,368,382 3,262,059 11,807,700 6,755 6,541

　　 ２　職員数は令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前
　　　再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含んでいません。

　　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の
　　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
 を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した
 指数です。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した
　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数
　です。
　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）に
　より算出。）

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

R６年度
人　 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 %

(参考)

(令和７年１月１日) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 令和５年度の人件費率
区　分

住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率

R６年度
人 千円 千円 千円 千円

区　分
職員数 給　　与　　費 （参考）一人当たり

　給与費　　　B／A
(参考)中核市平均
　一人当たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これら
の級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っ
ている。その他、各種手当について見直しを行っている。

【給料表の改定実施時期】令和７年４月１日
【内容】一般行政職の給料表について、岩手県の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカットし、
これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級については初号の給料月額を引上げつつ７級との給料月
額の重なりの解消等を実施しました。他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施し
ました。

　国基準の支給率０％と同様、盛岡市でも支給率０％としています。

　扶養手当及び管理職員特別勤務手当について、岩手県に準じた内容で見直しを実施しました。（令和７年４月１日
実施）

(注)

４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日以
　後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和７年４月１日現在)
　 ①　一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

　 ②　技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(令和３年度～令和５年度の３カ年平均)
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは
　ありません。
※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれの平均給与月額を12倍したものに、公務員において前年度
　に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　③　高等学校教育職

円 円

円 円

円 円

(注) １　　「平均給料月額」とは、令和7年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 
２　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて
　の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 
　　また、　「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当を除いたもの）
　で算出したものです。

盛岡市 41.0 歳 318,001 384,336 346,177

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
(国比較ベース)

中核市 42.3 歳 331,473 417,367 377,585

国 41.9 歳 332,237 － 414,480

岩手県 42.4 歳 331,300 399,404 360,341

平均年齢
平均給与月額

(B)
A/B

盛岡市 52.0 227 311,696 336,390 329,985 －

区　　分

　公　務　員 　民　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

(A)
平均給与月額
(国比較ベース)

対応する
民間の

類似職種

48.0 219,600 1.53

うち清掃職員 50.8 28 299,975 334,104 318,493
廃棄物
処理業

－ － －

うち用務員 52.3 76 315,371 336,763 334,428 用務員

45.6 225,800 1.47

うち
自動車運転手 52.1 28 299,975 342,133 324,440

自家用乗用
自動車運転者

48.0 320,600 1.04

うち学校給食員 52.9 74 314,532 332,843 329,682 調理士

－ － －

国 51.3 1,703 294,567 － 337,907 －

48.4 259,200 1.32

岩手県 51.4 217 303,400 333,526 319,553 －

－ －

区　　分

参　　考

年収ベース(試算値)の比較

公務員(C) 民間(D) C/D

－ － －

中核市 50.9 175 323,727 381,452 354,857 －

うち清掃職員 5,402,048 4,457,900 1.21

うち学校給食員 5,534,316 3,006,000 1.84

盛岡市 － － －

うち用務員 5,515,156 2,993,400 1.84

－

盛岡市 46.0 歳 408,858 462,132

岩手県 47.3 歳 391,500 448,577

うち
自動車運転手

5,511,596 3,843,100 1.43

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

中核市 46.3 歳 389,158 455,377
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　(2) 職員の初任給の状況(令和7年４月１日現在)

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円 円

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和7年４月１日現在)

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注)技能労務職（高校卒）の経験年数10年、技能労務職(中学卒)の経験年数10年・20年・25年・30年の該当者はいません。
　

３　一般行政職の級別職員数の状況
　(1) 一般行政職の級別職員数の状況(令和７年４月１日現在)

主事、技師 円 円

主事、技師 円 円

主任、主査 円 円

円 円

副主幹、室長、課長補佐 円 円

課長、主幹 円 円

次長、参事 円 円

部長、監 円 円

(注)１　盛岡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
     ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

岩手県 国

一般行政職
大学卒 227,300 227,300 220,000

高校卒 195,800 195,800

区　　分 盛岡市

教育職(高等学校教育職) 大学卒 253,800 253,800 －

区　　  分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

188,000

技能労務職
高校卒 193,800 193,800 －

中学卒 193,800 － －

－

教育職(高等学校教育職) 大学卒 339,040 382,044 434,044 438,256

395,300

技能労務職
高校卒 － 261,950 303,838 339,070

中学卒 － －

一般行政職
大学卒 279,080 356,896 383,744 402,173

高校卒 249,400 328,250 370,800

１　級 131 11.5% 184,800 260,300

２　級 176 15.5% 231,700 311,200

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

－

６　級 79 7.0% 358,300 417,400

７　級 29 2.6% 411,900 454,800

392,700

５　級 160 14.1% 324,000 402,700

３　級 372 32.9% 267,400 357,800

４　級 主査、係長 164 14.5% 301,300

８　級 21 1.9% 462,400 492,700

合　計 － 1,132 100.0%
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　(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

　(3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（盛岡市）

イ 人事評価を活用している

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○

　活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

　活用予定時期

　　標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない

　　標準、下位の区分

　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

　　上位、標準の区分

昇 給

令和７年４月１日時

点

盛岡市 （R７）

国家公務員 （R
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４　職員の手当の状況
　(1)期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(令和６年度支給割合) (令和６年度支給割合) (令和６年度支給割合)

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況) (加算措置の状況)

・役職加算 ５％～20％ ・役職加算 ５％～20％ ・役職加算 ５％～20％

・管理職加算 15％～25％ ・管理職加算 10％～25％

(注)　 (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（盛岡市）

イ 人事評価を活用している

　(2)退職手当(令和７年４月１日現在)

(支給率) (支給率)

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（割増率２～20％) （割増率２～45％)

千円 千円

(注)　 １　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

盛　岡　市 岩手県 国

職制上の段階、職務の級等による加算
措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員

2.100

(1.400) (1.000) 1.400 1.000 1.400 1.000

１人当たり平均支給額(令和６年度) １人当たり平均支給額(令和６年度)
－

1,608 1,858

2.500 2.100 2.500 2.100 2.500

　　標準、下位の成績率

　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

　　上位、標準の成績率

○ ○

　活用している成績率
支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

　活用予定時期

盛　岡　市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年

　　標準の成績率のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

　１人当たり平均支給額　　 4,108 21,501 － － －

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ
　ることなく退職した場合を含みます。
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　(3)地域手当(令和７年４月１日現在)

千円

   円

盛岡市 ％ 0 人 ％

東京都特別区 ％ 7 人 ％

％ 2 人 ％

　(4)特殊勤務手当(令和７年４月１日現在)

支給実績(令和６年度決算) 23,577 千円

支給職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 854,056    円

0 0

20 20

医療職給料表(1)の
適用を受ける職員

16 16

支給実績(令和６年度決算) 7,687

支給職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 187,475

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度

賦課徴収手当

・納税課又は健康保険課に勤務
し、市税徴収事務に従事した職員

・市税徴収事務

4,519千円

・１日400円

・市税又は市税外歳入の賦課のた
めの調査、評価、検査等又は徴収
に関する事務（上記を除く）で庁外
で行うものに従事した職員

・市税又は市税外歳入の賦課
のための調査、評価、検査等
又は徴収に関する事務（上記
を除く）で庁外で行うもの

・１日400円

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和６年度) 15.7 　 ％

手当の種類(手当数) 　　　　　　16　種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（令和６年度決算）

左記職員に対する
支給単価

・在宅結核患者に対する訪問指導
に従事

・１日300円

・動物の愛護及び管理に関する条例
（岩手県条例）の規定に基づく犬の捕
獲、犬の処分又は犬の薬殺の作業に
従事する職員

・動物の愛護及び管理に関する条
例（岩手県条例）の規定に基づく
犬の捕獲、犬の処分又は犬の薬
殺の作業に従事

・１日380円

・特定新型インフルエンザ等から市民の
生命及び健康を保護するための措置に
係るものとして患者等の移送又は当該
移送に係る自動車における患者等への
付添い、患者等の存する病院又は宿泊
施設等における長時間にわたる連絡調
整又は患者等の健康管理、特定新型イ
ンフルエンザ等病原体に汚染された物
件又は汚染の危険がある物件の処理、
その他市長がこれに準ずると認める作
業に従事する職員

・特定新型インフルエンザ等から
市民の生命及び健康を保護する
ための措置に係るものとして患者
等の移送又は当該移送に係る自
動車における患者等への付添い、
患者等の存する病院又は宿泊施
設等における長時間にわたる連絡
調整又は患者等の健康管理、特
定新型インフルエンザ等の病原体
に汚染された物件又は汚染の危
険がある物件の処理、その他市長
がこれに準ずると認める作業に従
事

・１日3,000円（患者
等の身体に接触し、
又は患者等に長時
間にわたり接して行う
作業その他市長がこ
れに準ずると認める
作業にあっては、1日
4,000円）

・１件2,600円

防疫等作業手当

・感染症等（感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律に規
定する感染症、狂犬病予防法に規定す
る狂犬病、家畜伝染病予防法に規定す
る家畜伝染病その他の家畜の伝染性
疾病及び検疫法に規定する検疫感染
症をいう。）の患者等の救護、感染症等
の病原体に汚染された物件等の処理
作業又は感染症等の病原体を有する
家畜等に対する防疫作業に従事する
職員

・感染症等（感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関す
る法律に規定する感染症、狂犬病
予防法に規定する狂犬病、家畜
伝染病予防法に規定する家畜伝
染病その他の家畜の伝染性疾病
及び検疫法に規定する検疫感染
症をいう。）の患者等の救護、感染
症等の病原体に汚染された物件
等の処理作業又は感染症等の病
原体を有する家畜等に対する防
疫作業に従事

95千円

・１日350円

・狂犬病予防法の規定に基づく犬の捕
獲又は犬の処分の作業に従事する職
員

・狂犬病予防法の規定に基づく犬
の捕獲又は犬の処分の作業に従
事

・１日380円

・在宅結核患者に対する訪問指導に従
事する職員

社会福祉業務手当

・福祉事務所に勤務し、社会福祉
法第15条第１項第１号に規定する
指導監督を行う職員及び同項第２
号に規定する現業を行う職員

・要保護者に対する面接、調
査、生活指導等に関する業務

3,979千円

・１日400円

・障害者に対する支援等に関する
業務で庁外で行うものに従事した
身体障害者福祉司及び知的障害
者福祉司

・障害者に対する支援等に関
する業務で庁外で行うもの

・１日400円

・行旅病人及行旅死亡人取扱法に
よる行旅死亡人の措置作業又は
墓地、埋葬等に関する法律第９条
第１項の規定による火葬に直接従
事（火葬場に勤務する職員を除く）
した職員

・行旅病人及行旅死亡人取扱
法による行旅死亡人の措置作
業又は墓地、埋葬等に関する
法律第９条第１項の規定によ
る火葬に直接従事（火葬場に
勤務する職員を除く）
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・ごみの収集及び運搬業務に
直接従事

・１日240円

・ごみ処理施設に付設された
汚水処理施設の槽内におけ
る清掃作業及び故障による機
械の分解作業で、市長が指定
するものに直接従事

・１日700円

・ごみ焼却施設の炉内の清掃
作業並びにごみ埋立施設の
破砕機内の清掃作業及び故
障による機械の分解作業で、
市長が指定するものに直接従
事

・１日650円

衛生検査業務手当

保健所に勤務し、
・病理試験及び細菌検査に従事す
る職員
・化学的試験又は検査に従事する
職員

・病理試験及び細菌検査に従
事
・化学的試験又は検査に従事

229千円

・１日520円

・１日260円

清掃業務手当

資源循環推進課及び清掃事業施
設(クリーンセンター、収集セン
ター、リサイクルセンター及び玉山
廃棄物処分場）に勤務する職員

・ごみ焼却、ごみ埋立又はご
み破砕業務に直接従事

3,153千円

・１日400円
(三交代制勤務職員
は、１勤務450円)

と畜検査手当
と畜場法に基づく検査作業に従事
すると畜検査員である職員

と畜場法に基づく検査作業に
従事 0円

１日520円

精神保健福祉業務手当

障がい福祉課、保健所又は玉山
総合事務所健康福祉課に勤務す
る保健師で、精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律に基づく精
神保健及び精神障害者の福祉に
関する相談又は指導等で、精神障
害者を訪問する業務に従事する職
員

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律に基づく精神
保健及び精神障害者の福祉
に関する相談又は指導等で、
精神障害者を訪問する業務に
従事

71千円

１日300円

特殊自動車運転手当

道路交通法施行規則第２条の表
に掲げる特殊自動車の運転に従
事した職員

道路交通法施行規則第２条の
表に掲げる特殊自動車の運
転に従事

169千円

１日350円(作業時間
が４時間未満の場合
は、１日210円)

土地買収等交渉手当

土地、家屋その他物件の移転若し
くは買収又は土地境界査定のため
現地において直接交渉（国、地方
公共団体等との交渉を除く）に従
事した職員

土地、家屋その他物件の移転
若しくは買収又は土地境界査
定のため現地において直接
交渉（国、地方公共団体等と
の交渉を除く）に従事

324千円

１日330円

土木作業手当 道路管理課に勤務する職員 道路の整備作業に直接従事 299千円 １日190円

動物飼育手当 動物の飼育業務に従事する獣医師 動物の飼育業務に従事 0円 １日520円

高所作業手当

地上又は水面上10メートル以上の
足場の不安定な箇所で測量、調査
又は工事の監督の作業に従事し
た職員

地上又は水面上10メートル以
上の足場の不安定な箇所で
測量、調査又は工事の監督の
作業に従事

0千円

・30メートル以上の高
所における作業　１
日240円（作業時間
が４時間未満１日150
円）
・10メートル以上30
メートル未満の高所
における作業　１日
160円（作業時間が４
時間未満１日100円）

坑内作業手当

道路建設課、河川課又は玉山総
合事務所建設課に勤務する職員

トンネルの坑内で掘削作業又
は工事の監督、検査等に従事

0千円

・１日360円(作業時
間が４時間未満１日
210円)
・圧搾空気内で作業
を行った場合１時間
160円)
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教員特殊業務手当

盛岡市立高校に勤務する教諭、養
護教諭、常勤講師、実習助手等

学校の管理下において行う非
常災害時等の緊急業務、修
学旅行等において行う引率・
指導業務に従事

10,279千円

１日1,800円～
8,000円

教育業務連絡指導手当

盛岡市立高校に勤務し、教務その
他の教育に関する業務について
の連絡調整及び指導助言の業務
に従事する主任等の教諭等

教務その他の教育に関する業
務についての連絡調整及び
指導助言の業務に従事

407千円

１日200円

災害応急作業等手当

農林部、建設部、都市整備部又は玉山
総合事務所（産業振興課又は建設課に
限る。）に勤務する職員

・異常な自然現象により重大な災
害が発生し、又は発生するおそれ
がある現場において行う巡回監
視、当該現場で発生し、又は発生
するおそれの著しい重大な災害の
箇所で行う応急作業・応急作業の
ための災害状況の調査（河川の堤
防等、道路法第46条第１項（第２
号を除く。）の規定に基づき通行が
禁止されている区間内の道路又は
その周辺、港湾施設又は鉄道施
設等）

・噴火により重大な災害が発生し、
又は発生するおそれがある場合に
おいて災害対策基本法第60条第
１項の規定に基づき居住者等が避
難のための立退きを指示された地
域又は同法第63条第１項の規定
に基づき設定された警戒区域で行
う災害状況の調査、巡回監視、工
事の監督又は測量若しくは測量の
監督等の作業

53千円

・巡回監視 480円

・応急作業又は応急
作業のための災害状
況の調査 730円

・910円
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　(5)時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　(6)その他の手当(令和７年４月１日現在)

円

円

円

単身赴任手当 円

円

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
（令和６年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

(令和６年度決算)
手　当　名 内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額(令和５年度決算) 349

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績(令和６年度決算) 579,504

職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 357

支給実績(令和５年度決算) 566,071

65,642

異動等に伴い転居し、やむを得ず
配偶者と別居し、単身で生活する
こととなった職員等で、異動前の住
居から勤務所までの距離が60Km
以上の者に支給。(月額：30,000
円、距離により加算有り。)

異なる
距離区分及び月
額

2,568 千円 1,284,000

通勤手当

通勤のために交通機関を利用し、
又は自動車等を使用している職員
(片道２キロメートル未満を除く)に
支給。
(月額：運賃相当額が55,000円まで
は全額、交通用具使用者は35,500
円以内。)

異なる
自動車等使用者
の支給距離区分と
手当月額

131,874 千円

192,498

住居手当

住宅を借り受け月額 12,000 円を
超える家賃を支払っている職員に
支給(月額：27,000円以内)

異なる
手当の上限(28,000
円)その他手当額の
計算方法

149,281 千円 243,924

扶養手当

扶養親族のある職員に支給。（月額：配
偶者・父母等6,500円（行政職８級相当
の職員は3,000円）、子１人当たり11,500
円（年齢等による加算有り））

同じ － 151,496 千円

2,320

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要等により
週休日又は休日等に勤務した場
合、若しくは災害への対処その他
の緊急の必要により週休日又は休
日等以外の日の午後10時から午
前５時までの間の正規の勤務時間
以外の時間に勤務した場合に支
給。（勤務１回：4,000円～18,000
円）

異なる 国では4,300円～ 551 千円 36,733

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後10時
から翌日の午前５時までの間に勤
務することを命ぜられ勤務した職
員に支給。(１時間：勤務１時間当
たりの給与額×25/100)

同じ － 162 千円

休日勤務手当

休日において、正規の勤務時間中
に勤務することを命ぜられ、勤務し
た職員に支給。(１時間：勤務１時
間当たりの給与額×135/100)

同じ － 11,713 千円 23,712

67,936

災害派遣手当

災害応急対策又は災害復旧のた
め派遣された職員で住所又は居所
を離れて滞在することを要するもの
に対し支給。(日額3,970円～6,620
円)

－ 国に制度なし 0 千円 0

寒冷地手当

基準日(11月から３月までの各月の
初日)に在職する職員(東京事務所
に勤務する職員を除く)に支給。(月
額：8,200円～19,800円)

同じ － 117,053 千円

876,431

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び
休日等に、本来の勤務に従事しな
いで、庁舎や設備等の保全を目的
とする勤務を行った場合に支給。
(勤務１回：5,800円)

異なる 国では4,400円 0 千円 0

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に
支給。(月額93,700円以内。) 異なる

職務級に応じた手
当月額

124,453 千円

66,766
義務教育等教員特
別手当

盛岡市立高校、盛岡市立幼稚園
の教員に支給。(月額8,000円以内) － 国に制度なし 4,607 千円
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５　特別職の報酬等の状況(令和７年４月１日現在)

円

円

円

円

円

月分

月分

(１期の手当額) (支給時期)

　任期ごと

　給料月額×在職月数×0.33 　任期ごと

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年４月１日現在)

長期育休終了

長期育休終了

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

(中核市の人口１万当たりの職員数 人)

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

(中核市の人口１万当たりの職員数 人)

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

(注) １　職員数は一般職に属する職員数です。ただし、地方公務員法第28条の５の規定に基づく再任用短時間勤務職員は

　　　 　除きます。

２　[     ]内は、条例定数の合計です。

災害復旧事業及び林道管理事業等に係る体制整備

外科手術強化、婦人科の再開及び人工透析室の増床に伴う体制整備

  960,000円／696,000円

報
酬

議 長 711,000 　827,000円／584,000円

副 議 長 645,000 　748,000円／513,000円

議 員 617,000

区 分 給料月額等 (参考)中核市における最高/最低額

給
料

市 長 1,138,000 1,180,000円／707,000円

副 市 長 882,000

(31,681,920)

副 市 長 13,970,880

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和７年 令和６年

議 員

退
職
手
当

(算定方式)

市 長

　700,000円／475,000円

期
末
手
当

市 長 　　(令和６年度支給割合)

副 市 長 3.45

議 長 　　(令和６年度支給割合)

副 議 長 3.45

　給料月額×在職月数×0.58 0

△ 1

衛生 202 203 △ 1

労働 4 4 0

税務 112 115 △ 3

民生 279 280 △ 1

48.24

教育部門 364 364 0

計 1,373 1,384 △ 11 ＜参考＞

49.32

定数外配置の廃止

土木 247 249 △ 2 区画整理事業に係る業務の減

一
般
行
政
部
門

議会 14 14 0

総務 396 402 △ 6

農林水産

62.39

65.99

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

病院 244 236 8

消防部門 0 0 0
小　計 1,737 1,748 △ 11 ＜参考＞

普
通
会
計
部
門

小　計 512 506 6

75 72 3

商工 44 45

＜参考＞

上下水道 202 204 △ 2 長期育休終了

その他 66 66 0

［　2,281］ ［　2,295］ [ 　　0］ 80.78

合　　計 2,249 2,254 △ 5

全国藩校サミット等に係る事務の減、盛岡城復元調査推進室の廃止

手代森保育園の民営化、長期育休対応
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　(2) 年齢別職員構成の状況(令和７年４月１日現在)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　(3) 職員数の推移

人 ( %)

人 ( %)

人 ( %)

人 ( %)

人 ( %)

(注)　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

７　公営企業職員の状況

　(1)上下水道事業

　　 ①　職員給与費の状況

　　　ア　決算

(注)１　職員手当には退職手当を含みません。

　　②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況(令和７年４月１日現在)

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

60歳
計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳20歳 24歳

47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数 4 88 209 210

～ ～ ～
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳

区　分
20歳

過去５年間の増減数(率)

一般行政 1,356人 1,350人 1,367人 1,381人 1,384人 1,373人 17 1.3

192 148 2,249

区分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

270 244 180 198 247 259

28歳 32歳

22 1.3

公営企業等会計計 496人 491人 509人 505人 506人 512人 16

364人 5 1.4

普通会計計 1,715人 1,709人 1,730人 1,744人 1,748人 1,737人

教育 359人 359人 363人 363人 364人

実質収支 職員給与費比率 令和5年度の総費用に占
める職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める (参考)

3.2

総合計 2,205人 2,211人 2,200人 2,239人 2,254人 2,249人 44 2.0

8.9

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・奨励手当

R6年度
千円 千円 千円 ％ ％

14,144,453 1,435,234 1,358,793 9.6

785,994 147,754 315,927 1,249,675 6,096

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

計　Ｂ Ｂ／Ａ

R6年度
千円 千円 千円 千円 千円

205

団体平均（下水道事業） 44.6 342,377 516,175

盛岡市上下水道局 41.7 333,554 510,183

団体平均（水道事業） 45.8 345,838 524,813

     ２　職員数は、令和６年4月1日現在の人数です。

     ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定
　　　年前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。
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　　③　職員の手当の状況

　　　ア　期末手当・奨励手当

１人当たり平均支給額(令和６年度) １人当たり平均支給額(令和６年度)

千円　

千円　 千円　

(令和６年度支給割合) (令和６年度支給割合)

期末手当　 奨励手当 期末手当　 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分  ) 月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

５～20％（市と同じ）

(注)　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(令和７年４月１日現在)

(支給率) (支給率)

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置

　　 ウ　特殊勤務手当(令和７年４月１日現在)

千円

　 円

　 ％

水道事業 1,593

1,632 下水道事業 1,562

2.500 2.100 - -

盛岡市上下水道局 団体平均

19.6695 24.586880 - -

28.0395 33.27075 - -

-

盛岡市上下水道局 団体平均

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1.400 1.000 - -

職制上の段階、職務の級等による加算措置 -

定年前早期退職特例措置 －

割増率２～20％(市と同じ)

１人当たり平均支給額 1,223 千円 24,484 千円 １人当たり平均支給額（水道事業） 7,848

39.7575 47.709 - -

47.709 47.709 - -

手当の種類(手当数) 11種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（令和６年度決算）

左記職員に対する
支給単価

(注)　１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

支給実績(令和６年度決算) 3,372

支給職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 25,160

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和６年度) 65.4

千円

１人当たり平均支給額（下水道事業） 6,120 千円

高所作業手当

地上又は水面上30メートル以上の足場の不安定な
箇所で作業に従事した職員

0円
日額　250円
（作業時間４時間未満
の場合は、160円）

地上又は水面上10メートル以上30メートル未満の
足場の不安定な箇所で作業に従事した職員

0円
日額　200円
（作業時間４時間未満
の場合は、110円）

料金の滞納整理業務に従事した職員（管理職手当
を支給される職員を除く。）

7千円
日額
　　  420円

土地買収等交渉手当

土地、家屋その他の物件の移転、買収若しくは補
償又は土地境界査定のための現地における直接交
渉（国、地方公共団体その他別に定める者との交
渉を除く。）に従事した職員

9千円
日額
　　　310円

作
　
　
　
業
　
　
　
手
　
　
　
当

交代制勤務手当 浄水場において交代制勤務に従事した職員 0円
日額
　　  420円

有害物取扱手当
水質管理センターにおいて有害化学物質等を取扱
う業務に従事した職員（管理職手当を支給される
職員を除く。）

183千円
日額
　　  270円

滞納整理手当

　　　 2　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非
　　　　違によることなく退職した場合を含みます。
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　　 エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　　　(注)　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　 オ　その他の手当(令和７年４月１日現在)  

円

円

円

円

円

深夜に行われる作業等
に従事した職員

正規の勤務時間以外
（深夜を除く。）に行
われる作業に従事した
職員

その他の時間に行われ
る作業に従事した職員

災害、事故等の応急作業
等のため市外に派遣され
た職員

災害時緊急派遣手当

下水道施設管理課に勤務
し下水道業務に直接従事
した職員

下水道の維持管理業務
又は当該業務計画書の
作成のための実地調査
に従事した職員

1,709千円
日額
　　　430円

水質検査業務に従事す
る職員

1千円
日額
　　　270円

緊急作業手当

災害又は予測し難い事故
の発生により緊急に処理
する必要が生じたことに
より正規の勤務時間以外
に行われる作業等に従事
した職員

深夜に行われる作業等
に従事した職員

72千円
日額
　　1,100円

正規の勤務時間以外
（深夜を除く。）に行
われる作業等に従事し
た職員

182千円
日額
　　　910円

浄水施設の工事若しくは
維持管理の作業、配給水
管等の工事若しくは維持
管理の作業、応急給水作
業又は量水器の修理点検
の作業に従事した職員
（緊急作業手当が支給さ
れる職員を除く。）

深夜（午後10時から翌
日の午前５時までの間
をいう。以下この表に
おいて同じ。）に行わ
れる作業に従事した職
員

77千円
日額
　　　590円

正規の勤務時間以外
（深夜を除く。）に行
われる作業に従事した
職員

23千円
日額
　　　300円

その他の時間に行われ
る作業に従事した職員

866千円
日額
　　　240円

現場作業手当

日額
　　　1,620円

日額
　　　1,350円

日額
　　　1,080円

0円

243千円

0円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
支給職員１人当たり
平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 326

支給実績(令和５年度決算) 57,314

職員１人当たり平均支給年額(令和５年度決算) 302

防疫等作業手当

特定新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ
等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第２条
第１号に規定する新型インフルエンザ等で、当該
新型インフルエンザ等に係る同法第15条第１項に
規定する政府対策本部が設置されたもの（管理者
が定めるものに限る。）をいう）の病原体に汚染
された物件又は汚染の危険がある物件の処理に従
事した職員

0千円
日額
　　　3,000円

支給実績(令和６年度決算) 61,468

作
　
　
　
業
　
　
　
手
　
　
　
当

坑内作業手当

トンネルの坑内でトンネ
ルの掘削作業又は工事の
監督、検査等の作業に従
事した職員

圧搾空気内で行われた
作業に従事した職員

0円
１時間
　　　170円

その他の作業に従事し
た職員

0円
日額　370円
（作業時間４時間未満
の場合は、220円）

下水道業務手当

285,870

通勤手当 市と同じ 10,748 千円 60,722

住居手当 市と同じ 16,009 千円

(令和６年度決算) (令和６年度決算)

扶養手当 市と同じ 25,508 千円 247,648

千円 17,545

単身赴任手当 市と同じ 11,536 千円 887,354

夜勤手当
正規の勤務時間として
午後10時から午前５時
まで勤務（25/100）

同じ 193

13/17



円

円

円

円

管理職員
特別勤務手当

市と同じ 0 千円 0

76,135寒冷地手当 市と同じ 14,695 千円

0

宿日直手当 勤務1回　11,900円 異なる
勤務１回あ
たりの単価
が異なる

4,356 千円 335,031

管理職手当 市と同じ 0 千円
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　(2)病院事業

　　①　職員給与費の状況

　　　ア　決算

(注)１　職員手当には退職手当を含みません。

     ２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

　　②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況(令和７年４月１日現在)

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

　　③　職員の手当の状況

　　 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額(令和６年度) １人当たり平均支給額(令和６年度)

千円 千円

(令和６年度支給割合) （令和６年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

( ) 月分 ( ) 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

(加算措置の状況) （加算措置の状況）

５～20％（市と同じ）

(注)　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

 　　イ　退職手当(令和７年４月１日現在)

(支給率) (支給率)

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

千円

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める (参考)

55.1

(注)　資本勘定支弁職員に係る給与費はありません。

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

R６年度
千円 千円 千円 ％ ％

5,080,330 △ 1,158,787 2,894,245 57.0

実質収支 職員給与費比率 令和５年度の総費用に占
める職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

医師 46.0 498,309 1,344,687

看護師 38.0 310,192 529,836

532,681 418,738 1,989,547 7,451

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

Ｂ／Ａ

R６年度
千円 千円 千円 千円 千円

267 1,038,128

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

1.400 1.000 - -

職制上の段階、職務の級等による加算措置 －

1,524 1,575

2.500 2.100 - -

事務職員 41.6 326,054 530,344

盛岡市立病院 団体平均

39.7575 47.709 - -

47.709 47.709 - -

19.6695 24.586875 - -

28.0395 33.27075 - -

盛岡市立病院 団体平均

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

定年前早期退職特例措置 －

割増率２～20％(市と同じ)

１人当たり平均支給額 2,479 千円 19,864 千円 １人当たり平均支給額 4,774

     ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定
　　　年前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含みません。

(注)　１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

 　　　2　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非
　　　　違によることなく退職した場合を含みます。
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　　 ウ　特殊勤務手当(令和７年４月１日現在)

千円

　 円

　 ％

手当の種類(手当数) 7種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
(令和６年度決算)

左記職員に対する 支給単価

支給実績(令和６年度決算) 145,190

支給職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 585,443

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和６年度) 91.9

医事薬事業務手当
診療、病理細菌の検査若しくは研究又
は薬事の試験等に従事する医師、歯科
医師及び薬剤師

78,427千円

○医師及び歯科医師
・基本額
　給料月額の100分の20を乗じた額に1
万2,000円を加算した額
・役付職員加算額
　副院長　　5万円
　診療部長、手術部長、医療支援部長
4万円
　医療連携支援センター長、科長及び
医長　2万円
・経験年数加算額
　経験年数に応じ、11万5,000円以内
の額
・当直診療加算額
　副院長、診療部長、手術部長、医療
支援部長及び医療連携支援センター長
　宿日直及び深夜診療の時間１時間に
つき2,000円以内の額。但し、16万
5,000円から役職加算額及び経験年数
加算額を減じた額を限度
○薬剤師
　薬剤部長　　2万4,000円
　その他の職　1万3,000円

病院勤務手当
病院に勤務する職員（医事薬事業務手
当の支給を受ける職員を除く。）

15,545千円

○普通手当（勤務1月につき次の額）
・看護部長、副看護部長及び看護師長
5,300円
・臨床検査副主幹、臨床検査主査、主
任臨床検査技師、臨床検査技師、放射
線副主幹、放射線主査、主任診療放射
線技師及び診療放射線技師　7,800円
・看護師長補佐、主任看護師、看護
師、准看護師、理学療法主査、主任理
学療法士、理学療法士、作業療法主
査、主任作業療法士、作業療法士、視
能訓練主査、主任視能訓練士、視能訓
練士、言語聴覚主査、主任言語聴覚
士、言語聴覚士、臨床心理主査、主任
臨床心理師、臨床心理師、歯科衛生主
査、主任歯科衛生士及び歯科衛生士
4,700円
（変則勤務職員にあっては、7,000
円）
・看護の補助的業務に従事する職員
3,400円
・栄養主査、主任栄養士及び栄養士
1,900円
○特別手当
・精神病棟又は感染症の患者が入院し
ている病棟における勤務1月につき
3,100円
・新型コロナウイルス感染症から市民
の生命及び健康を保護するための措置
に係るものとして管理者が定める作業
に従事した職員
　作業1日につき3,000円
　（患者等の身体に接触し、又はこれ
らの者に長時間にわたり接して行う作
業、その他管理者がこれに準ずると認
める作業に従事した場合にあっては
4,000円）
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　　 エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　 オ　その他の手当(令和７年４月１日現在)  

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

夜間看護手当
病棟に勤務する
看護師又は准看
護師

正規の勤務時間によ
る勤務の一部又は全
部が深夜（午後10時
から翌日の午前５時
まで）において看護
等の業務に従事した
とき

26,168千円

勤務1回につき次の額
・深夜における勤務時間が4時間以上
の場合　3,550円
・深夜における勤務時間が2時間以上4
時間未満である場合　3,100円
・深夜における勤務時間が2時間未満
である場合　2,150円
（交通機関使用の場合は、加算措置あ
り）

地域医療活動手当

地域医療活動に従事する医師、歯科医
師及び薬剤師

地域医療活動とは、市立病院が委託契
約等を締結して行う次に掲げるもの
・嘱託医
・産業医
・学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
・市町村検診医
・その他委託契約等を締結したもの

1,897千円

○医師及び歯科医師
対象数に応じ、勤務1回につき次の額
・50人未満　　        1万1,000円
・50人以上100人未満　 1万7,000円
・100人以上150人未満　2万2,000円
・150人以上200人未満　3万3,000円
・200人以上300人未満　4万4,000円
・300人以上　　       5万5,000円
○薬剤師
勤務1回につき次の額
・薬剤部長　 　1万1,000円
・薬剤副主幹　　　7,900円
・その他の職員　　7,500円

国の制度
との異同

国の制度
と異なる内

容

支給実績
支給職員１人当たり
平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額(令和６年度決算) 587

支給実績(令和５年度決算) 135,962

職員１人当たり平均支給年額(令和５年度決算) 567

待機手当

薬剤師、臨床検
査技師、診療放
射線技師及び看
護師

休日等又は夜間の急
患対応当番業務に従
事したとき

1,693千円 当番１回につき800円

支給実績(令和６年度決算) 154,371

救急看護等業務手
当

21,460千円
勤務１月につき、12,000円の範囲内で
管理者の定める額

病院に勤務する看護師及び准看護師

災害応急作業等手
当

異常な自然現象により重大な災害が発
生し、若しくは発生するおそれがある
市外の現場において、避難所における
運営支援、被災者の健康支援・衛生管
理等被災者の人命や健康状態に影響が
及ぶことを防止する作業に従事した職
員

0千円

作業１日につき次の額
・診療部　910円
・医療支援部、看護部及び薬剤部
730円
・事務局　480円

234,910

地域手当 市と同じ 36,981 千円 924,523

扶養手当 市と同じ 23,021 千円

（令和６年度決算） （令和６年度決算）

初任給調整手当 市と同じ 95,999 千円 3,096,728

千円 117,795

休日勤務手当 市と同じ 6,761 千円 965,829

夜間勤務手当 市と同じ 3,476

280,561

通勤手当 市と同じ 14,508 千円 63,076

住居手当 市と同じ 23,287 千円

440,000

寒冷地手当 市と同じ 15,835 千円 69,756

管理職手当 市と同じ 9,240 千円

千円 89,117

宿日直手当 市と同じ 14,960

17/17


